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当別町民憲章 

 

                       昭和４５年６月３日制定 

前 章 

 

   私たちは、北海道開拓の歴史に、不朽の功業をしるした当別の町民です。 

   

   開基１００年にあたり、不屈の開拓精神によって築きあげた先祖の偉業 

  

  をうけつぎ、万心一致、未来の躍進をねがって、この憲章を定めます。 

 

    １ 章 

   自然を愛し美しく健康なまちをつくります。 

    ２ 章 

   力をあわせて産業をおこし豊かなまちをつくります。 

    ３ 章 

   きまりを守り明るく住みよいまちをつくります。 

    ４ 章 

   教養をつみ、かおり高い文化のまちをつくります。 

    ５ 章 

   未来を担うたくましい子を育て力のあるまちをつくります。 

 

   説 明 

    １  前章について 

      不朽の功業・万心一致 当別町開拓紀功碑より引用しました。 

    ２  各章について 

      １章 美と健康についてのべたものです。 

      ２章 開拓初期の邑則の精神によったものです。 

      ３章 善についてのべたものです。 

      ４章 真についてのべたものです。 

      ５章 開拓初期から教育を重視した邑則の精神をとり入れたものです。 
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当別町の概要 

◆ 概観 

 

 

 

 

 

 当別町は北海道最大の都市札幌市と隣接し、札幌都心部からＪＲで約 35 分、車で約

45 分の札幌圏域に位置しています。 明治 4年、仙台藩岩出山の領主・伊達邦直公が家

臣共々移住し、苦難の開拓の歴史が始まりました。人々の開拓の努力は、明治 35 年頃

には札幌支庁管内(当時)で最も豊かな農村へと発展し、農業を基幹産業とした本町の礎

が築かれました。現在では、管内有数の米の生産量を誇っています。 

 また、切り花の生産が盛んで、道内屈指の生産額となっています。近年は、札幌市や

江別市という産業集積地の隣地であり、石狩湾新港と新千歳空港とを結ぶ交通の要衝で

あること、昭和 63 年の札幌大橋開通や JR 学園都市線の増便などから宅地造成がなさ

れ、札幌近郊の田園都市として発展しています。国道 337 号沿いには、平成 29 年 9 月

に「北欧の風 道の駅とうべつ」がオープンしました。さらに、風景が酷似していると

言われるスウェーデン王国・レクサンド市との姉妹都市提携をメインとした積極的な国

際交流の町として、大きな飛躍が期待されています。  

 

◆ 町名の由来 

 当別はアイヌ語「トウペツ」(沼から来る川の意)からでたもの。 

 

◆ 地勢・面積 

 総面積は 422.86 平方キロメートル。東西に 26 キロメートル、南北に 47 キロメート

ルに広がっています。 

 

◆ 人口・世帯数 （令和 5年 4 月 1日現在） 

 15,304 人、7,749 世帯  

 

◆ 町の木・花・鳥 

 木／白樺、花／カスミ草、鳥／フクロウ   

 

◆ 主なイベント 

 夏至祭、北海道亜麻まつり in 当別、ナイトパーク、とうべつ花火大会、あそ雪の広場 

「当別町章」 
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会長 秋吉　稔之

会長職務代理 青山　眞士

任期：令和５年７月２０日～令和８年７月１９日

農政委員会
農地転用審査
特別委員会

委員協議会

1 青山　眞士 地区推薦 ○

2 古熊　健一 地区推薦 会長

3 高橋　毅典 地区推薦 広報係 ○ 幹事

4 佐々木　彦治 地区推薦 広報副係長 ○ 幹事

5 目黒　一雄 地区推薦 ○ 副会長

6 泉　　 和浩 地区推薦 委員長

7 佐々木　章史 地区推薦 副委員長 副会長

8 狩野　菊恵 応募
副委員長
広報係長

9 髙野　秀則 全域推薦 副委員長

10 滝本　　弘 団体推薦 ○ 農協

11 石田　秀人 地区推薦 ○ ○ 監事

12 岸本　辰彦 地区推薦 ○ 監事

13 山田　裕一 団体推薦 委員長 土地改良区

14 佐々木　靖 地区推薦 副委員長 会計

15 湯浅　　浩道 地区推薦 副委員長 ○

16 秋吉　稔之 地区推薦

所属委員会

備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○　委員）

農業委員会の概要

１．第２５期当別町農業委員会各種委員会名簿

（令和５年７月２０日現在）

議席
番号

委員氏名 選出方法
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２．農業委員会総会開催状況 

開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 23 回 

R4.4.25 

報 告 2件 

議 案  2件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

第 24 回 

R4.5.25 

報 告 1件 

議 案  5件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について  

・農用地利用集積計画の決定について 

・土地の現況証明願いについて 

・令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(案)につい

て 

・令和 4年度最適化活動の目標の設定等(案)について 

第 25 回 

R4.6.27 

報 告  2件 

議 案  4件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 

第 26 回 

R4.7.25 

 

報 告  1件 

議 案  6件 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 

・当別農業振興地域整備計画の変更について 

第 27 回 

R4.8.25 

報 告  1件 

議 案  4件 

 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第１項の規定による買入協議の要請 

について 

・土地の現況証明願いについて 
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開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 28 回 

R4.9.26 

報 告  2件 

議 案  4件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 4条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地法 30 条第 1項の規定による利用状況調査結果について 

・土地の現況証明願いについて 

第 29 回 

R4.10.25 

報 告  2件 

議 案  6件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・農地法 30 条第 1項の規定による利用状況調査結果について 

・土地の現況証明願いについて 

第 30 回 

R4.11.25 

報 告  1件 

議 案  3件 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・土地の現況証明願いについて 

第 31 回 

R4.12.26 

 

報 告  3件 

議 案  3件 

・農地法第 3条第 3項の規定による届出について 

・農地法第 5条の規定による許可について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

第 32 回 

R5.1.25 

報 告  2件 

議 案  5件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の取消について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農業経営基盤強化促進法第 16 条第 1項の規定による買入協議の要請 

について 

・農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 
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開催年月日 付議件数 主な付議事項 

第 33 回 

R5.2.27 

報 告 2件 

議 案  3件 

・農地法第 3条の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について 

第 34 回 

R5.3.27 

報 告  2件 

議 案  7件 

・農地法第 3の 3の規定による届出について 

・農地法第 18条第 6項の規定による通知について 

・当別町農業委員会事務局職員の任免について 

・農地法第 3条の規定による許可申請について 

・農地法第 5条の規定による許可申請について 

・農用地利用集積計画の決定について 

・農地法第 3条第 2項第 5号に規定する面積要件廃止について 

・当別町農業委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程の制定につ

いて 

・令和 5年度最適化活動の目標の設定等について 
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３．農業委員会組織等 

１ 農業委員数 

農業委員定数 地区推薦 団体推薦 全域推薦 応募 

１６名 １２名 ２名 １名 １名 

 

２ 委員会構成 

農政委員会 農地転用審査特別委員会 委員協議会 

９名 ９名 １６名 

 

３ 会議開催状況 

総会 四役会議 農政委員会 
農地転用審査 

特別委員会 

新規就農・新規農

地所有適格法人

等設立協議会 

農用地利用集積 

計画作成協議会 

１２回 ０回 ２回 ３回 ２回 ７２回 

 

４ 事務局組織体制     ５名 (令和５年４月現在) 

 

                                                 （職員定数  ６名） 

                             

                   総務係 (１人)  

                        

事務局長    事務局次長          

                  

農地係 (２人) 
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４．農業委員会予算関係（令和4年度）

歳入

予算額　（円）

729,000

4,960,000

1,485,000

94,000

7,268,000

歳出

予算額　（円）

9,239,000

288,000

706,000

100,000

315,000

72,000

273,000

152,000

122,000

349,000

11,616,000

委員報酬

会長 月額    50,000円

会長職務代理 月額    40,000円

委員 月額    40,000円

節 決算額　（円）

農業委員会手数料 619,000

計 7,394,200

農業費補助金 5,058,000

農業者年金業務委託収入 1,558,200

雑入 159,000

決算額　（円）

報酬（農業委員、会計年度任用職員） 9,238,800

職員手当等 287,760

旅費 672,545

節

交際費 46,472

需用費 314,517

負担金補助及び交付金 232,800

   備品購入費 119,460

計 11,405,434

役務費 72,000

委託料 269,280

使用料及び賃借料 151,800
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農地の移動状況等

１．農地法第３条の規定による農地の権利移動

件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡

売買 3 45,510.00 6 134,962.00 10 270,846.04

賃貸借 5 117,676.00 4 162,504.00 8 148,403.00

使用貸借 3 212,492.00 4 343,437.00 4 147,549.00

贈与 2 88,457.00 6 561,866.00 1 1,543.00

その他 － － － － － －

計 13 464,135.00 20 1,202,769.00 23 568,341.04

２．農地法第４条の規定による農地の転用

件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡

農家住宅 － － 1 796.82 － －

一般住宅 － － － － － －

農業用施設 － － － － 1 2,935.00

工場駐車場 1 2,464.00 － － － －

資材置場 － － － － － －

その他 1 27 － － － －

計 2 2,491.00 1 796.82 1 2,935.00

区分

区分

　　（令和４年４月～令和５年３月）

令和３年 令和４年

　　（令和４年４月～令和５年３月）

令和３年 令和４年

令和２年

令和２年
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３．農地法第５条の規定による農地の転用

件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡

一般住宅 1 306.00 1 408.00 － －

農家住宅 － － － － 1 406.00

農業用施設 1 1,080.00 1 1,051.00 2 858.59

工場
駐車場

2 4,496.00 － － － －

資材置場 － － － － － －

その他 － － 1 157.22 1 13,762.00

計 4 5,882.00 3 1,616.22 4 15,026.59

４．農地法第１８条の規定による合意解約

件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡

賃貸借の
合意解約

38 1,014,062.00 32 904,940.00 31 1,078,510.62

　　（令和４年４月～令和５年３月）

　　（令和４年４月～令和５年３月）

区分
令和２年 令和３年 令和４年

区分
令和２年 令和３年 令和４年
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５．農業経営基盤強化促進法による農地の月別権利移動(農用地利用集積計画)

件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡ 件数 面積  ㎡

 売買 4 48,199.00 1 3,659.00 0 0.00

賃貸借 15 531,558.00 11 439,256.00 13 415,465.00

 売買 7 255,151.00 9 253,503.00 11 599,954.00

賃貸借 7 154,616.00 14 503,219.62 15 383,353.00

 売買 1 23,144.00 1 9,852.00 2 26,270.00

賃貸借 8 227,261.00 5 162,892.00 12 385,956.00

 売買 1 3,651.00 0 - 1 38,467.00

賃貸借 5 140,450.00 4 66,111.00 4 113,948.00

 売買 0 0.00 1 12,392.00 5 172,937.00

賃貸借 0 0.00 1 14,599.00 0 0.00

 売買 0 0.00 4 129,221.00 1 60,631.00

賃貸借 7 128,156.00 6 158,749.00 5 187,882.00

 売買 4 150,945.00 2 54,106.00 8 166,443.00

賃貸借 11 308,591.00 4 217,279.00 11 526,149.00

 売買 9 110,548.00 3 57,881.00 2 44,751.00

賃貸借 2 45,912.00 8 292,831.00 3 158,547.00

 売買 4 185,205.00 2 68,501.00 9 322,602.00

賃貸借 9 257,440.00 11 311,612.00 11 458,376.00

 売買 3 133,888.00 2 57,699.00 1 15,733.00

賃貸借 7 229,986.00 4 103,350.00 6 181,809.00

 売買 1 19,332.00 1 14,063.00 2 149,001.00

賃貸借 6 223,101.00 7 217,028.00 9 424,628.00

 売買 1 33,413.00 3 33,062.00 9 433,638.00

賃貸借 6 155,228.00 7 251,481.00 6 187,452.00

 売買 35 963,476.00 29 693,939.00 51 2,030,427.00

賃貸借 83 2,402,299.00 82 2,738,407.62 95 3,423,565.00

12

1

2

3

計

区分

6

7

8

9

11

令和３年 令和４年
月

4

5

10

令和２年
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件数 総筆数 件数 総筆数 件数 総筆数

農 地 ・ 採 草
放 牧 地 以 外

21 44 25 186 25 92

農 地 ・ 採 草
放 牧 地

1 1 1 1 0 0

２．各種証明等申請処理件数
（件数）

１．加入状況

２．農業者年金裁定請求事務処理件数

老齢年金
旧法   8 旧法   9 旧法   9

新法  11 新法  12 新法  10

区分 令和２年 令和３年 令和４年

特例付加年金 2 2 1

被保険者数 187 177 167

受給者数 402 396 398

区分 令和２年 令和３年 令和４年

新規加入件数 12 7 2

嘱託登記申請処理 38 28 29

農業者年金関係

区分 令和２年 令和３年 令和４年

各種証明願申請処理 872 741 752

証明等処理状況

１．土地の現況証明処理件数

区分
令和２年 令和３年 令和４年
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　資料

当別町農地の賃借料情報

　令和４年１月から、令和４年１２月までに締結（公告）された賃貸借に
おける賃借料水準（１０a当たり）は、以下のとおりとなっております。

当別町農業委員会
１．田（水稲）の部

平均額 最高額 最低額 筆数 備　考

14,400 18,500 5,000 127

16,600 18,500 8,000 129

― ― ― ―

15,500 18,500 5,000 256

２．畑（普通畑）の部

平均額 最高額 最低額 筆数 備　考

7,200 8,000 6,000 6

6,700 17,500 4,000 22

― ― ― ―

6,800 17,500 4,000 28

令和5年1月1日

単位：額＝円

締結（公告）された地区名

青山・弁華別・茂平沢・六軒町　中小屋・
金沢・樺戸町・若葉　　上当別・下川町・
本町市街地

東裏・対雁・蕨岱・川下・獅子内・高岡・
ビトエ・当別太・太美市街地

当別ダム以北

当別町平均

当別町平均

単位：額＝円

締結（公告）された地区名

青山・弁華別・茂平沢・六軒町　中小屋・
金沢・樺戸町・若葉　　上当別・下川町・
本町市街地

東裏・対雁・蕨岱・川下・獅子内・高岡・
ビトエ・当別太・太美市街地

当別ダム以北
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男 女 計 個人 法人 計

幸 町 0 0
弥 生 0 0
旭 町 0 0
万 代 町 1 1 1 1 2
白 樺 町 1 1 1 1
北 栄 町 2 2 4 2 2
末 広 3 3 6 3 1 4
西 町 6 4 10 6 6
元 町 1 1 2 1 1
春 日 町 7 6 13 4 4
栄 町 2 1 3 3 3
下 川 町 5 3 8 4 4
六 軒 町 22 18 40 20 3 23
弁 華 別 33 23 56 26 2 28
茂 平 沢 19 14 33 15 1 16
青 山 7 5 12 6 1 7
中 小 屋 44 37 81 34 1 35
金 沢 24 21 45 21 2 23
樺 戸 町 6 5 11 6 3 9
東 裏 55 49 104 39 13 52
蕨 岱 56 45 101 36 2 38
対 雁 25 16 41 18 1 19
川 下 右 岸 23 25 48 17 1 18
川 下 左 岸 30 20 50 19 1 20
太 美 中 央 6 3 9 4 4
当 別 太 35 30 65 26 1 27
ビ ト エ 21 16 37 15 1 16
高 岡 27 16 43 19 2 21
獅 子 内 27 23 50 19 3 22
若 葉 53 36 89 35 5 40
緑 町 3 2 5 3 3
東 町 1 1 1 1
み ど り 野 0 0
太 美 南 2 2 1 1
太 美 北 1 1 2 1 1
スウェーデンヒルズ 3 2 5 2 2
太 美 ス タ ー ラ イ ト 1 1 2 1 1
錦 町 1 1 1 1
美 里 1 1 1 1
太 美 東 1 1 1 1
太 美 西 0 0 0
太 美 寿 3 2 5 2 2 4

計 556 432 988 414 47 461

行 政 区 名
農業者数 農家数

農　　　　業　　　　者　　　　数

令和５年１月１日現在
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57 73 130 1 83
168 149 317 - 6 227
51 54 105 1 71
65 62 127 2 91

154 143 297 - 6 197
489 498 987 - 8 492
269 284 553 7 282
371 410 781 - 8 398
171 192 363 - 8 203
263 331 594 - 5 331
236 263 499 - 1 256
89 81 170 11 83

294 309 603 0 305
93 94 187 - 1 86
31 37 68 - 1 37
73 72 145 - 2 77
91 100 191 - 2 80

161 151 312 - 1 171
128 116 244 - 2 102
105 88 193 - 1 87
91 89 180 - 1 90
42 59 101 - 1 46
76 63 139 1 57

356 408 764 0 352
108 115 223 - 1 93
53 34 87 0 37

320 304 624 24 253
244 237 481 1 217
269 276 545 2 294
141 149 290 - 2 157
133 137 270 2 157
296 321 617 1 277
312 358 670 - 10 309
404 442 846 4 394
279 289 568 6 270
116 126 242 - 3 173
156 171 327 - 5 158
202 209 411 - 1 203
242 253 495 - 2 228
235 273 508 - 2 275
43 7 50 - 6 50

7, 477 7, 827 15, 304 - 23 7, 749
- 17 - 6 - 23 15
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当 別 町 農 業 委 員 会

〒０６１－０２３３ 

北海道石狩郡当別町白樺町５７番地３ 

ＴＥＬ ０１３３－２３－３２７９（直通） 

ＦＡＸ ０１３３－２２－２６８０（直通）


